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平成２８年１１月３０日（水曜日）予算特別委員会 
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   予算特別委員会議事日程第２号  第４回定例会 

   平成２８年１１月３０日（水）  本会議休憩中開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第７０号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 議案説明 

 〃  ３ 質疑 

 〃  ４ 分科会分担付託 

   休  憩 

   再  開 

日程第 ５ 議第５８号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第４号） 

 〃  ６ 議第７０号 平成２８年度寒河江市一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ７ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ８ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時４５分 

 

○石山 忠委員長 おはようございます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○石山 忠委員長 日程第１、議第70号平成28年

度寒河江市一般会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○石山 忠委員長 日程第２、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ございません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 



 - 109 - 

質     疑 

 

○石山 忠委員長 日程第３、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

にかかわる部分に絞って質疑、答弁とも簡潔明

瞭に行うようお願いいたします。 

  初めに、議第70号第１表中、歳入全部につい

て質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第１款及び歳出第２款について質

疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第３款及び歳出第４款について質

疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第６款から歳出第８款までについ

て質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第10款について質疑はございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○石山 忠委員長 日程第４、分科会分担付託で

あります。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります分科会分担付託案件表のとおりそれぞ

れの分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表（その２） 

分  科  会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第７０号第１表中歳入全

部、歳出第１款、歳出第２

款の一部、歳出第６款、歳

出第７款、歳出第８款 

厚生文教分科会 

議第７０号第１表中歳出第

２款の一部、歳出第３款、

歳出第４款、歳出第１０款 

 

○石山 忠委員長 この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前９時４７分  

 再 開 午後１時００分  

○石山 忠委員長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 

議 案 上 程 

 

○石山 忠委員長 日程第５、議第58号平成28年

度寒河江市一般会計補正予算（第４号）及び日

程第６、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）を一括議題といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○石山 忠委員長 日程第７、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○石山 忠委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。太田総務産業分科会委員長。 

  〔太田芳彦総務産業分科会委員長 登壇〕 

○太田芳彦総務産業分科会委員長 総務産業分科

会における審査の経過と結果について御報告申

しあげます。 

  本分科会は、11月24日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  本分科会に分担付託されました案件は、議第

58号第１表中歳入全部、歳出第６款、歳出第７

款及び歳出第８款並びに第２表及び第３表であ

ります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 
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  初めに、議第58号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第４号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、民生費国庫負担金の障害児通所給

付費負担金の補正350万円はどんな理由からか

お聞きしたいとの問いがあり、当局より、障害

児通所給付費のうち、放課後デイサービスに係

る扶助費について、事業者がふえたことなどか

ら予想以上に伸びており今回の補正になったも

のですとの答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第１表中歳出第６款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

御報告する質疑もなく、討論を終結し、採決の

結果、全会一致をもって原案を了とすべきもの

と決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第１表中歳出第７款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第１表中歳出第８款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、当初予算で盛り込まれないで補正

で出てきたというのは何かしら優先順位的なも

のがあってのことだと思うので、補正を組んだ

要因をお聞きしたいとの問いがあり、当局より、

市道寒河江駅高瀬山線側溝整備については、歩

行者の安全を緊急的に図らなければいけないと

いう理由、市道麓バイパス線については、道路

幅員も狭く農地との高低差が大きいところから、

車両や緊急車両等がすれ違い困難なために早目

に改修が必要であること、左沢線島踏切につい

ては、ＪＲと協議を進めてきた中で、本年度の

10月に計画協議が調ったことから早期の工事を

目指したいなどの理由により提案したものです

との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第２表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第58号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第４号）第３表を議題とし、当局の

説明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって

原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、本日分担付託になりました案件につい

て、総務産業分科会における審査の経過と結果

について御報告申しあげます。 

  本分科会に分担付託されました案件は、議第

70号第１表中歳入全部、歳出第１款、歳出第２

款の一部、歳出第６款、歳出第７款及び歳出第

８款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第70号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳入全部を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第１款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計
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補正予算（第５号）第１表中歳出第２款の一部

を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りまし

たが、御報告する質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、全会一致をもって原案を了とすべ

きものと決しました。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第６款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第７款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  次に、議第70号平成28年度寒河江市一般会計

補正予算（第５号）第１表中歳出第８款を議題

とし、当局の説明を求め質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会

一致をもって原案を了とすべきものと決しまし

た。 

  以上で総務産業分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○石山 忠委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。遠藤厚生文教分科会委員長。 

  〔遠藤智与子厚生文教分科会委員長 登壇〕 

○遠藤智与子厚生文教分科会委員長 厚生文教分

科会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本分科会は、11月24日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  分担付託されました案件は、議第58号第１表

中歳出第３款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  議第58号平成28年度寒河江市一般会計補正予

算（第４号）第１表中歳出第３款を議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より、臨時福祉給付金の対象者は何名か

との問いがあり、当局より、市民税非課税の方

7,350人を見込んでおりますとの答弁がありま

した。 

  委員より、介護ロボット導入支援事業補助金

について、財源は全額国庫補助ということだが、

２台の導入に係る補助額はそれぞれ幾らかとの

問いがあり、当局より、それぞれ92万7,000円

ですとの答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすることに決しました。 

  次に、本日分担付託になりました案件につい

て、厚生文教分科会における審査の経過と結果

について御報告申しあげます。 

  本分科会は、11月30日、委員全員出席し開会

しました。 

  本分科会に分担付託された案件は、議第70号

第１表中歳出第２款の一部、歳出第３款、歳出

第４款及び歳出第10款であります。 

  本案については、審査の都合上、歳出第２款

の一部の審査終了後に歳出第４款の審査を行い、

その後、歳出第３款、歳出第10款の順で審査を

行うことを諮り、異議なく了承されそのように

審査することに決しました。 

  初めに、議第70号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第５号）第１表中歳出第２款の一

部を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りま

したが、質疑もなく、討論を終結し、採決の結

果、全会一致をもって原案のとおり了とすべき

ものと決しました。 

  次に、議第70号第１表中歳出第４款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一
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致をもって原案のとおり了とすべきものと決し

ました。 

  次に、議第70号第１表中歳出第３款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一

致をもって原案のとおり了とすべきものと決し

ました。 

  次に、議第70号第１表中歳出第10款を議題と

し、当局の説明を求め質疑に入りましたが、質

疑もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一

致をもって原案のとおり了とすべきものと決し

ました。 

  以上で厚生文教分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○石山 忠委員長 日程第８、質疑・討論・採決

であります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これで質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第58号平成28年度寒河江市一般会

計補正予算（第４号）及び議第70号平成28年度

寒河江市一般会計補正予算（第５号）を一括し

て採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長報告は、いずれ

も原案を了とするものであります。 

  ２案件は原案のとおり決することに御異議ご

ざいませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第58号及び議第70号は原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

   閉    会    午後１時１５分 

 

○石山 忠委員長 以上で予算特別委員会を閉会

いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会委員長  石 山   忠 


